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よ
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付
）
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）

本
法
律
案
は
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
が
多
数
発
生
し
て
い
る
一
方
で
、
長
期
に
わ
た
る
潜
伏
期
間
が
あ
り
、
因
果
関
係
の

特
定
が
難
し
く
現
状
で
は
救
済
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
特
殊
性
に
か
ん
が
み
、
労
災
補
償
等
に
よ
る
救
済
の
対
象
と
な
ら
な
い

健
康
被
害
を
受
け
た
者
及
び
遺
族
に
対
し
、
そ
の
迅
速
な
救
済
を
図
る
た
め
、
医
療
費
等
を
支
給
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
労
災
補
償
等
に
よ
る
救
済
の
対
象
と
な
ら
な
い
者
で
あ
っ
て
、
石
綿
を
吸
入
す
る
こ
と
に
よ
り
指
定
疾
病
に
か
か
っ
た
旨

の
認
定
を
受
け
た
者
及
び
そ
の
遺
族
に
対
し
、
医
療
費
、
療
養
手
当
、
葬
祭
料
、
特
別
遺
族
弔
慰
金
、
特
別
葬
祭
料
及
び
救

済
給
付
調
整
金
を
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
指
定
疾
病
等
に
よ
り
死
亡
し
た
労
働
者
の
遺
族
で
あ
っ
て
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
給
付
を

受
け
る
権
利
が
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
請
求
に
基
づ
き
、
特
別
遺
族
年
金
又
は
特
別
遺
族
一
時
金
を
支

給
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
支
給
の
た
め
の
費
用
に
つ
い
て
、
一
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
に
石
綿
健
康
被
害
救
済
基
金
を
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設
け
、
事
業
者
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
全
体
で
負
担
す
る
こ
と
と
し
、
二
に
つ
い
て
は
、
労
働
保
険
特
別
会
計
労
災
勘

定
の
負
担
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


